
■補助額
補助上限：1,000万円（採択件数：20件以上）※補助下限は100万円

■応募資格（主なもの）
・県内に本社や研究開発拠点等を有する中小企業(営業所のみの場合は対象外)

・補助事業終了後も、引き続き３年以上県内の活動拠点において、事業活動を継続す
る予定であること

■補助率
3分の２ ※特に優れた提案（評価上位5件以内）は4分の３に引き上げ

戦略分野新製品開発促進事業

成長が見込まれる戦略分野（宇宙、半導体、ＧＸ、フュージョンエネ
ルギー等）において、新製品の開発や新分野への進出を目指す県内中小
企業の設備投資等を支援します。

■補助対象経費
新製品開発に係る、機械装置購入費（県内拠点の設置に限る）、設備改良費（県内

拠点の設置に限る）、原材料費、技術コンサルタント料、委託費、外注加工費、調
査・分析外注費、技術導入費、機械装置等借料、会場借料、雑役務費、通信運搬費 等

<お問合せ先>
茨城県産業戦略部技術振興局科学技術振興課研究開発推進グループ
電話：029-301-2499
E-mail：kagaku02＠pref.ibaraki.lg.jp

■採択方法
外部有識者による審査会を開催し決定

■R8年度スケジュール

４月下旬～５月25日(月)：公募期間

５月下旬～６月下旬：審査・交付決定

交付決定後～１月31日(日)：事業実施期間

２月５日(金)：実績報告期限

※公募期間開始時期については、情報を茨城県HPで随時更新予定

■詳しくはこちら↓
https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/kagaku/kenkyu/20260331.html

■対象事業
・AI・半導体、量子、バイオ、航空・宇宙、フードテック、エネルギー・GX、創薬・
先端医療、フュージョンエネルギー、マテリアル(素材)、情報通信等の成長が見込
まれる分野であること

・先端技術を活用した新製品・新サービスの開発であること（ただし、既存製品・
   サービスの大幅な改良も含む。）

・事業実施期間内に、導入した機械を用いて開発、実証実験等を実際に行うこと。
また、補助事業終了後、概ね３年以内の製品化・サービス化により事業化が見込ま

   れる開発であること（ただし、事業実施期間内の開発完了までを求めるものではな
   い。）

【本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施しています。】



戦略分野新製品開発促進事業 先端技術製品化促進事業

こんな方に
おすすめ！

新製品・新サービスの開発に高額な
機械装置の導入や設備改良を要する
など、“ハード面の支援”を重点的
に受けたい方

初期の試作開発で専門家による伴走支
援を受けたい、開発に人件費が多くか
かるなど、“ソフト面の支援”を重点
的に受けたい方

補助上限額 １,０００万円（下限１００万円） ２５０万円

補助率
２／３

（評価上位５件以内は３／４へ引上げ）
１／２

専門家の
伴走支援

× なし ○ あり（月1回程度）

人件費の
取扱い

× 対象外 ○ 対象

連携要件 自社単独での申請が可能 連携体の構築が必須

事業の特徴
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